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令和７年小樽市議会第４回定例会 

市  長  提  案  説  明 

 

令 和 ７ 年 第 ４ 回 定 例 会 の 開 会 に 当 た り 、 た だ 今 上 程 さ れ ま し た 各 案 件

について、提案理由の概要を説明申し上げます。  

  

初めに、議案第１号から議案第５号までの令和７年度各会計補正予算に

ついて説明申し上げます。 

まず、議案第１号、一般会計補正予算の主なものといたしましては、障

害者福祉費において、利用者の増加等に伴う各種給付事業費を増額するほ

か、ヒグマ出没に際して、市長の判断で人の日常生活圏での銃猟を可能と

する「緊急銃猟」の実施に向けた体制整備費などを計上いたしました。ま

た、定期預金の利率上昇に伴い、これまで備荒資金組合への超過納付によ

り運用していた庁舎建設資金を、基金に戻して定期預金に振り替えること

や、他の基金においても、利子収入の増に伴い積立金を増額するなど、所

要の補正を計上いたしました。 

これらに対する財源といたしましては、国・道支出金、財産収入、寄附

金、繰入金、諸収入、市債を計上いたしました。 

債務負担行為につきましては、年度をまたぐ端境期（はざかいき）対策

として工事の早期発注を図るため「臨時市道整備事業費」を計上したほか、 

来年度に向けた暑さ対策を進めるため、本庁舎本館、消防庁舎、市民セ

ンターの空調設備整備費を計上いたしました。また、旧保健所庁舎及び旧

総合福祉センターの解体や、夜間急病センターなど５件の指定管理者の管

理代行業務費等についても債務負担行為として所要の経費を計上いたし

ました。 

以上の結果、一般会計における補正額は、１１億２，６５２万７，００
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０円の増となり、財政規模は、６８０億２，８４１万８，０００円となり

ました。 

次に、議案第２号から議案第５号までの特別会計及び企業会計の補正予

算について説明申し上げます。 

特別会計では、介護保険事業特別会計において、令和７年度税制改正に

おける給与所得控除の引き上げにより、保険料算定上必要となるシステム

改修費用を計上したほか、債務負担行為として、国民健康保険事業、介護

保険事業及び後期高齢者医療事業において保険料の納付書などの印刷等

を委託するための経費を計上いたしました。 

企業会計では、水道事業会計において、債務負担行為として、工事の早

期発注を図るため「配水管整備事業費」などを計上いたしました。 

 

続 き ま し て 、 議 案 第 ６ 号 か ら 議 案 第 ３ ２ 号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ます。  

議案第６号  市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、公職選挙法

施行令の一部改正に準じ、市議会議員及び市長の選挙における選挙運

動に要する費用の公費負担限度額を改定するもの であります。  

議案第７号  行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、地方公

共団体情報システムの標準化に伴い、個人番号を含む個人情報を利用

できる事務に住登外者宛名情報管理事務を、利用又は提供できる個人

番号を含む個人情報に住登外者宛名情報を追加するもの であります。  

議案第８号  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例案、議案第９号  家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
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する条例案及び議案第１０号  放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 につきましては、

いずれもそれぞれの基準府令の一部改正に伴い、改正後の基準府令の

とおり適用するものであります。  

 議 案 第 １ １ 号  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定

め る 条 例 案 に つ き ま し て は 、 児 童 福 祉 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 乳 児 等 通 園

支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるもの であります。  

 議 案 第 １ ２ 号  銭 函 市 民 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ き

ま し て は 、 銭 函 市 民 セ ン タ ー の 開 館 時 間 及 び 使 用 時 間 区 分 を 変 更 す る と

ともに、体育室及び集会室の使用料を改定するもの であります。  

 議 案 第 １ ３ 号  勤 労 青 少 年 ホ ー ム 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ き

ま し て は 、 勤 労 青 少 年 ホ ー ム の 使 用 料 に 冷 房 料 を 追 加 す る も の で あ り ま

す。  

 議 案 第 １ ４ 号  公 設 水 産 地 方 卸 売 市 場 業 務 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

案 に つ き ま し て は 、 卸 売 市 場 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 食 品 等 持 続 的 供 給 法

に係る公表について定めるものであります。  

 議 案 第 １ ５ 号  火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ き ま し て は 、

林 野 火 災 の 予 防 に 関 す る 規 定 を 追 加 す る と と も に 、 火 災 警 報 発 令 中 に お

け る 火 の 使 用 の 制 限 に つ い て 見 直 す ほ か 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り

ます。  

 議 案 第 １ ６ 号  動 産 の 取 得 に つ き ま し て は 、 除 雪 ド ー ザ を 取 得 す る も

のであります。  

 議 案 第 １ ７ 号 か ら 議 案 第 ２ ３ 号 ま で に つ き ま し て は 、 い ず れ も 公 の 施

設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て で あ り ま す 。 鰊 御 殿 に つ き ま し て は 、 引

き 続 き 株 式 会 社 小 樽 水 族 館 公 社 を 、 駅 前 広 場 駐 車 場 及 び 駅 横 駐 車 場 に つ

き ま し て は 、 引 き 続 き 小 樽 駅 前 ビ ル 株 式 会 社 を 、 各 市 営 住 宅 に つ き ま し
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て は 、 引 き 続 き 協 和 総 合 管 理 株 式 会 社 を 、 事 業 内 職 業 訓 練 セ ン タ ー に つ

きましては、引き続き小樽地方職業訓練協会を 、身体障害者福祉センター

に つ き ま し て は 、 引 き 続 き 一 般 社 団 法 人 小 樽 身 体 障 害 者 福 祉 協 会 を 、 各

市 営 住 宅 の 集 会 所 等 に つ き ま し て は 、 引 き 続 き 各 市 営 住 宅 集 会 所 等 の 管

理 委 員 会 を 、 夜 間 急 病 セ ン タ ー に つ き ま し て は 、 引 き 続 き 一 般 社 団 法 人

小樽市医師会を、それぞれ指定するものであります。  

 議 案 第 ２ ４ 号 及 び 議 案 第 ２ ５ 号 の 事 務 の 委 任 に 関 す る 規 約 を 定 め る 協

議 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 の 規 定 に 基 づ き 、 岩 内 ・ 寿 都 地 方 消 防 組

合 及 び 北 後 志 消 防 組 合 か ら の 消 防 指 令 業 務 の 事 務 を 受 託 す る た め 、 協 議

に よ り 規 約 を 締 結 す る こ と に つ い て 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま

す。  

 

次 に 、 議 案 第 ２ ６ 号 か ら 議 案 第 ３ ０ 号 ま で の 一 般 会 計 及 び 各 特 別 会 計

の 補 正 予 算 に つ き ま し て は 、 今 年 度 も 人 事 院 勧 告 に 伴 い 国 家 公 務 員 の 給

与 が 改 定 さ れ る こ と か ら 、 国 家 公 務 員 に 準 じ 、 本 市 職 員 の 給 与 改 定 等 を

行うため、所要の補正を計上いたしました。  

議 案 第 ３ １ 号  職 員 給 与 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ き ま し て

は 、 国 家 公 務 員 の 給 与 改 定 に 準 じ 、 職 員 の 給 料 月 額 、 通 勤 手 当 及 び 宿 日

直 手 当 の 額 並 び に 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 を 引 き 上 げ る と と も

に、特別職の期末手当の支給割合を引き上げるもの であります。  

議 案 第 ３ ２ 号  会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ き ま し て は 、 正 規 職 員 の 給 与 改 定 に 準 じ 、 会

計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 月 額 並 び に 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 を 引

き上げるものであります。  

な お 、 議 案 第 ２ ６ 号 か ら 議 案 第 ３ ２ 号 ま で に つ き ま し て は 、 改 定 を 反

映 し た 給 与 の 支 給 を 年 内 に 実 施 す る た め 、 「 先 議 」 を お 願 い す る も の で
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あります。  

 以上、概括的に御説明申し上げましたが、何とぞ原案どおり御可決  

賜りますようお願い申し上げます。  


